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鹿児島県

（※については例規集登載事項）
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鹿児島県告示第363号

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により，次のとおり保安林として

指定する予定である。

令和７年４月30日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 保安林予定森林の所在場所

南さつま市大浦町字船ヶ谷上12779番，字掛橋16435番１，16435番３

２ 指定の目的

水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は，定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は，当該立木の所在する市町村に係る市町村

森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は，次のとおりとする。

 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は，省略し，その関係書類を鹿児島県環境林務部森づくり推進課及び南さ

つま市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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鹿児島県告示第364号

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により，次のとおり保安林として

指定する予定である。

令和７年４月30日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 保安林予定森林の所在場所

南九州市川辺町清水字山伏墓10407番，10410番

２ 指定の目的

水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は，定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は，当該立木の所在する市町村に係る市町村

森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は，次のとおりとする。

 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は，省略し，その関係書類を鹿児島県環境林務部森づくり推進課及び南九

州市役所に備え置いて縦覧に供する。）

鹿児島県告示第365号

計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により，特定計量器の定期検査を次のと

おり実施する。

令和７年４月30日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 定期検査の実施の期日，区域及び場所

期 日
区 域 場 所

月 日 時 間

令和７年６月２日 10：00～12：00 いちき串木野市 生福交流センター

令和７年６月２日 13：30～14：30 いちき串木野市 羽島交流センター

令和７年６月３日 10：00～15：00 いちき串木野市 いちきアクアホール

令和７年６月４日 10：00～15：00 いちき串木野市 いちき串木野市市民文化

センター

令和７年６月５日 10：00～15：00 いちき串木野市 いちき串木野市市民文化

センター

令和７年６月６日 10：00～14：00 いちき串木野市 いちき串木野市市民文化

センター

令和７年６月10日 10：00～15：00 摩川内市 セントピア

令和７年６月11日 10：00～15：00 摩川内市 永利地区コミュニティセ

ンター

令和７年６月17日 10：00～13：00 摩川内市 水引地区コミュニティセ

ンター

令和７年６月17日 14：00～15：00 摩川内市 陽成地区コミュニティセ

ンター

令和７年６月18日 10：00～12：00 摩川内市 峰山地区コミュニティセ

ンター

令和７年６月18日 13：30～15：00 摩川内市 西方地区コミュニティセ

ンター

令和７年６月19日 10：00～15：00 摩川内市 摩川内市中央公民館

令和７年６月20日 10：00～15：00 摩川内市 摩川内市中央公民館
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令和７年６月24日 10：00～15：00 摩川内市 摩川内市中央公民館

令和７年６月25日 10：00～15：00 摩川内市 摩川内市中央公民館

令和７年７月１日 15：00～16：30 摩川内市 長浜港待合所

令和７年７月２日 ９：30～13：30 摩川内市 手打地区コミュニティセ

ンター

令和７年７月２日 14：30～15：00 摩川内市 子岳地区コミュニティセ

ンター

令和７年７月３日 ９：30～10：30 摩川内市 青瀬地区コミュニティセ

ンター

令和７年７月３日 12：00～14：00 摩川内市 西山地区コミュニティセ

ンター

令和７年７月３日 15：00～15：30 摩川内市 内川内地区コミュニティ

センター

令和７年７月４日 ９：30～12：00 摩川内市 鹿島公民館

令和７年７月８日 13：30～15：00 摩川内市 上総合センター

令和７年７月９日 ９：30～15：00 摩川内市 里定住センター

令和７年７月14日 10：00～15：00 摩川内市 入来体育館

令和７年７月15日 10：00～15：00 摩川内市 樋脇総合体育館

令和７年７月16日 10：30～15：00 摩川内市 答院公民館

令和７年７月17日 10：30～15：00 摩川内市 東郷共同福祉施設

令和７年７月18日 10：30～15：00 摩川内市 東郷共同福祉施設

令和７年７月23日 11：00～16：00 さつま町 さつま町摩農村環境改

善センター

令和７年７月24日 ９：30～11：30 さつま町 さつま町摩農村環境改

善センター

令和７年７月24日 13：00～16：00 さつま町 さつま町鶴田体育館

令和７年７月25日 ９：30～12：00 さつま町 さつま町鶴田体育館

令和７年８月５日 10：30～16：00 さつま町 さつま町宮之城総合体育

館

令和７年８月６日 ９：30～16：00 さつま町 さつま町宮之城総合体育

館

令和７年８月７日 ９：30～12：00 さつま町 さつま町山崎地区公民館

２ 定期検査の対象となる特定計量器

非自動はかり，分銅及びおもり

３ 指定定期検査機関の名称

一般社団法人鹿児島県計量協会

４ その他

特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第70号）第39条第１項の規定により，特

定計量器の所在の場所で行う定期検査の期日は，令和７年６月２日から令和８年２月27日ま

でとする。

大隅地域振興局告示第13号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により，次のとおり指定

障害児通所支援事業者として指定した。

令和７年４月30日

大隅地域振興局長 坂脇健一

事 業 所 申 請 者 障 害 児 通
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 所 支 援 の
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 種 類

通所支援事業所 曽於市末吉町二 株式会社Ｔ＆Ｋ 姶 良 市 西 餅 田 岡井 貴宏 令 和 ７ 年 放 課 後 等
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ここカラ 之方6387－１ 2018番地２ ４ 月 １ 日 デ イ サ ー

ビ ス

大隅地域振興局告示第14号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

29条第１項の規定により，次のとおり指定障害福祉サービス事業者として指定した。

令和７年４月30日

大隅地域振興局長 坂脇健一

事 業 所 申 請 者 障 害 福 祉
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

ハレレア 鹿屋市札元二丁 特定非営利活動 鹿屋市笠之原町 稻森 一郎 令 和 ７ 年 共 同 生 活

目3734番地４ 法人グランシー 3580番地２ ４ 月 ３ 日 援 助

ハーツ

大隅地域振興局告示第15号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

51条の25第２項の規定により，指定一般相談支援事業者から次のとおり事業の廃止の届出があ

った。

令和７年４月30日

大隅地域振興局長 坂脇健一

事 業 所 指定一般相談支援事業者 地 域 相 談
廃 止 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 支 援 の 種
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 類

社会就労支援セ 曽於市末吉町諏 社会福祉法人大 曽於市末吉町諏 福永 俊一 令 和 ７ 年 地 域 移 行

ンターのどか園 訪方10231番地 多福会 訪方10231番地 ４ 月 １ 日 支 援 ・ 地

域 定 着 支

援

大島支庁告示第５号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により，次のとおり指定

障害児通所支援事業者として指定した。

令和７年４月30日

大島支庁長 松藤啓介

事 業 所 申 請 者 障 害 児 通
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 所 支 援 の
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 種 類

児童発達支援セ 奄美市名瀬大字 社会福祉法人公 奄美市名瀬朝仁 西 公郎 令 和 ７ 年 児 童 発 達

ンターはごろも 小宿2156番地 起会みらいあま 新町35番地23 ４月 1 5日 支 援 ・ 放

の郷 み 課 後 等 デ

イ サ ー ビ

ス ・ 保 育

所 等 訪 問

支 援

大島支庁告示第６号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

29条第１項の規定により，次のとおり指定障害福祉サービス事業者として指定した。

令和７年４月30日

大島支庁長 松藤啓介
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事 業 所 申 請 者 障 害 福 祉
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

はなだ 奄美市名瀬大字 ＣＥＮＣＩＡ株 岐阜市三歳町五 村上 栄里 令 和 ７ 年 就 労 継 続

小 湊 字 大 金 久 式会社 丁目24番地１ ４ 月 １ 日 支 援 Ｂ 型

126番地１

あさぎ 奄美市笠利町大 株式会社Ｗｏｒ 岐阜市沖ノ橋町 垣内和太流 令 和 ７ 年 就 労 継 続

字屋仁中間68番 ｋｕｐ 二丁目４番地２ ４ 月 １ 日 支 援 Ｂ 型

地

なみのつな 大島郡龍郷町秋 株式会社ＩＣＨ 愛知県名古屋市 佐藤 教雄 令 和 ７ 年 就 労 継 続

名字西金久1319 ＩＲＯ 中村区名駅三丁 ４ 月 １ 日 支 援 Ｂ 型

番５ 目13番28号

落札者等の公告

特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定した。

令和７年４月30日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 落札に係る物品等の名称及び数量

県内住民基本台帳ネットワーク通信機器の賃貸借 一式

２ 特定調達契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

鹿児島県総務部市町村課行政係

鹿児島市鴨池新町10番１号

３ 落札者を決定した日

令和７年４月８日

４ 落札者の氏名及び住所

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社九州支店

福岡市中央区天神一丁目10番20号

５ 落札金額

29,521,800円

６ 特定調達契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７ 一般競争入札の公告を行った日

令和７年２月７日

鹿児島県立中学校学則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和７年４月30日

鹿児島県教育委員会教育長 地頭所恵

鹿児島県教育委員会規則第９号

鹿児島県立中学校学則の一部を改正する規則

鹿児島県立中学校学則（平成26年鹿児島県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正

する。

第２条の見出し及び同条中「，男女共学の別」を削り，同条の表を次のように改める。

生 徒 定 員

名 称 位 置 第１ 第２ 第３
計

学年 学年 学年

公 告

教 育 委 員 会 規 則
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鹿児島県立楠隼中学校 肝属郡肝付町 60人 60人 60人 180人

鹿児島県立いろは中学校 鹿児島市

第24条中第２項を削り，第３項を第２項とする。

附 則

１ この規則は，令和８年４月１日から施行する。

２ 改正後の鹿児島県立中学校学則の規定は，鹿児島県立楠隼中学校における令和８年度の第

１学年に在学する者から適用し，同年度の第２学年及び第３学年に在学する者並びに令和９

年度の第３学年に在学する者は，なお従前の例による。

鹿児島県公安委員会告示第42号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第４項

の規定により申請のあった次の遊技機は，遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和

60年国家公安委員会規則第４号）第６条の遊技機の型式に関する技術上の規格に適合している

と認めた。

令和７年４月30日

鹿児島県公安委員会委員長 石窪奈穂美

遊技機の種類 型式名 製造者の氏名又は名称 検定番号

ぱちんこ遊技機 ｅ女神のカフェテラスＦＬＸ 株式会社藤商事 510137

ぱちんこ遊技機 ｅマギアレコード魔法少女まどか 京楽産業．株式会社 510059

☆マギカ外伝ＫＲＪ１

回胴式遊技機 ＬＢマタドールⅢＴＴ 株式会社北電子 530169

公 安 委 員 会 告 示


